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壁新聞

「期日前投票」の方法
投票日に投票に行けない方は
前もって投票しましょう。
手続きはかんたんです。

詳しくは市町の選挙管理委員会に
確認してください

◆投 票 場 所
選挙人名簿に登録されている市町の
「期日前投票所」です

◆投票できる時間
までです8：30～20：00

◆投票のできる期間

まで
告示日の翌日から
　　　　　投票日の前日

●出張等の仕事や冠婚葬祭など
　の予定のある方
●旅行などの予定が入っている方
●入院や出産などでその日に
　投票に行けない方
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働くことを軸とする
安心社会の実現に向けて 
いざ発進！
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第 回18 統一地方選挙

！

日本労働組合総連合会
三重県連合会

会長

「必ず、家族揃って投票に行く」棄権防止の
取り組みをお願いします。
また、投票日までの間、構成組織と全て
の組合員による総力をあげた活動とみな
さんの一票で『働くことを軸とする安心
社会』を実現しましょう ！
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